
十
二

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
老
人
等
の
少
額
預
金
の
利
子
所
得
等
の
非
課
税
）

（
老
人
等
の
少
額
預
金
の
利
子
所
得
等
の
非
課
税
）

第
十
条

国
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
老
人
等
で
あ
る
も
の
が
、
金
融
機
関
そ

第
十
条

国
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
老
人
等
で
あ
る
も
の
が
、
金
融
機
関
そ

の
他
の
預
貯
金
の
受
入
れ
を
す
る
者
又
は
証
券
業
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の

の
他
の
預
貯
金
の
受
入
れ
を
す
る
者
又
は
証
券
業
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の

営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

金
融
機
関
の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
預
貯
金
（
第
九
条
第
一
項
第

金
融
機
関
の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
預
貯
金
（
第
九
条
第
一
項
第

一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
非
課
税
所
得
）
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
又
は
郵
便

一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
非
課
税
所
得
）
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
又
は
郵
便

貯
金
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

貯
金
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

、
合
同
運
用
信
託
（
同
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も

、
合
同
運
用
信
託
（
同
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信

託
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
（
定
義
）
に
規

託
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
（
定
義
）
に
規

定
す
る
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
限
る
も
の
と
し
、
政
令
で
定
め
る
も
の

定
す
る
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
限
る
も
の
と
し
、
政
令
で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
」
と

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
」
と

い
う
。
）
又
は
有
価
証
券
（
公
社
債
及
び
投
資
信
託
（
同
項
に
規
定
す
る
委
託

い
う
。
）
又
は
有
価
証
券
（
公
社
債
及
び
投
資
信
託
（
同
項
に
規
定
す
る
委
託

者
非
指
図
型
投
資
信
託
を
除
く
。
）
又
は
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
の
う
ち

者
非
指
図
型
投
資
信
託
を
除
く
。
）
又
は
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
の
う
ち

、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
預
入
、

、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
預
入
、

信
託
又
は
購
入
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
預
入
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場

信
託
又
は
購
入
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
預
入
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
預
入
等
の
際
そ
の
預
貯

合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
預
入
等
の
際
そ
の
預
貯

金
、
合
同
運
用
信
託
、
特
定
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
又
は
有
価
証
券
に

金
、
合
同
運
用
信
託
、
特
定
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
又
は
有
価
証
券
に

つ
き
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年

つ
き
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
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月
日
及
び
住
所
並
び
に
老
人
等
に
該
当
す
る
旨
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し

月
日
及
び
住
所
並
び
に
老
人
等
に
該
当
す
る
旨
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
貯
蓄
申
込
書
」
と
い
う
。
）
を
提

た
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
貯
蓄
申
込
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

出
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

の
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

そ
の
合
同
運
用
信
託
又
は
特
定
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
（
以
下
こ

二

そ
の
合
同
運
用
信
託
又
は
特
定
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
合
同
運
用
信
託
等
」
と
い
う
。
）
の
元
本
と
そ
の
金
融
機

の
号
に
お
い
て
「
合
同
運
用
信
託
等
」
と
い
う
。
）
の
元
本
と
そ
の
金
融
機

関
の
営
業
所
等
に
お
い
て
非
課
税
貯
蓄
申
込
書
を
提
出
し
て
信
託
し
た
他
の

関
の
営
業
所
等
に
お
い
て
非
課
税
貯
蓄
申
込
書
を
提
出
し
て
信
託
し
た
他
の

合
同
運
用
信
託
等
の
元
本
と
の
合
計
額
が
、
そ
の
合
同
運
用
信
託
等
の
収
益

合
同
運
用
信
託
等
の
元
本
と
の
合
計
額
が
、
そ
の
合
同
運
用
信
託
等
の
収
益

の
分
配
の
計
算
期
間
を
通
じ
て
、
そ
の
個
人
が
そ
の
金
融
機
関
の
営
業
所
等

の
分
配
の
計
算
期
間
を
通
じ
て
、
そ
の
個
人
が
そ
の
金
融
機
関
の
営
業
所
等

を
経
由
し
て
提
出
し
た
第
三
項
に
規
定
す
る
非
課
税
貯
蓄
申
告
書
に
記
載
さ

を
経
由
し
て
提
出
し
た
第
三
項
に
規
定
す
る
非
課
税
貯
蓄
申
告
書
に
記
載
さ

れ
た
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
最
高
限
度
額
を
超
え
な
い
場
合
（
そ
の
合
同
運

れ
た
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
最
高
限
度
額
を
超
え
な
い
場
合
（
そ
の
合
同
運

用
信
託
等
が
貸
付
信
託
又
は
特
定
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
で
あ
る
場

用
信
託
等
が
無
記
名
の
受
益
証
券
に
係
る
貸
付
信
託
又
は
特
定
公
募
公
社
債

合
に
は
、
そ
の
収
益
の
分
配
の
計
算
期
間
を
通
じ
て
社
債
等
の
振
替
に
関
す

等
運
用
投
資
信
託
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
収
益
の
分
配
の
計
算
期
間
を
通

る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
規
定
す
る
振
替
口
座
簿
へ
の

じ
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
管
の
委
託
を
し
て
い
る
場
合
に
限
る

記
載
又
は
記
録
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る
場

。
）

そ
の
合
同
運
用
信
託
等
の
当
該
計
算
期
間
に
対
応
す
る
収
益
の
分
配

合
に
限
る
。
）

そ
の
合
同
運
用
信
託
等
の
当
該
計
算
期
間
に
対
応
す
る
収

益
の
分
配

三

そ
の
有
価
証
券
に
つ
き
、
そ
の
利
子
又
は
収
益
の
分
配
の
計
算
期
間
を
通

三

そ
の
有
価
証
券
に
つ
き
、
そ
の
利
子
又
は
収
益
の
分
配
の
計
算
期
間
を
通

じ
て
（
そ
の
有
価
証
券
が
当
該
計
算
期
間
の
中
途
に
お
い
て
購
入
し
た
も
の

じ
て
（
そ
の
有
価
証
券
が
当
該
計
算
期
間
の
中
途
に
お
い
て
購
入
し
た
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
購
入
の
日
の
属
す
る
計
算
期
間
に
つ
い
て
は
、
同

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
購
入
の
日
の
属
す
る
計
算
期
間
に
つ
い
て
は
、
同

日
か
ら
当
該
計
算
期
間
の
終
了
の
日
ま
で
の
期
間
を
通
じ
て
。
以
下
こ
の
号

日
か
ら
当
該
計
算
期
間
の
終
了
の
日
ま
で
の
期
間
を
通
じ
て
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
振
替
口

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
管
の
委
託
を
し
又
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座
簿
へ
の
記
載
又
は
記
録
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
管
理
さ
れ

は
登
録
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
有
価
証
券
の
額
面
金
額
又
は
こ
れ
に

て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
有
価
証
券
の
額
面
金
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
金
額
と

準
ず
る
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
額
面

し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
額
面
金
額
等
」
と
い

金
額
等
」
と
い
う
。
）
と
そ
の
金
融
機
関
の
営
業
所
等
に
お
い
て
非
課
税
貯

う
。
）
と
そ
の
金
融
機
関
の
営
業
所
等
に
お
い
て
非
課
税
貯
蓄
申
込
書
を
提

蓄
申
込
書
を
提
出
し
て
購
入
し
た
他
の
有
価
証
券
の
額
面
金
額
等
と
の
合
計

出
し
て
購
入
し
た
他
の
有
価
証
券
の
額
面
金
額
等
と
の
合
計
額
が
、
当
該
計

額
が
、
当
該
計
算
期
間
を
通
じ
て
、
そ
の
個
人
が
そ
の
金
融
機
関
の
営
業
所

算
期
間
を
通
じ
て
、
そ
の
個
人
が
そ
の
金
融
機
関
の
営
業
所
等
を
経
由
し
て

等
を
経
由
し
て
提
出
し
た
第
三
項
に
規
定
す
る
非
課
税
貯
蓄
申
告
書
に
記
載

提
出
し
た
第
三
項
に
規
定
す
る
非
課
税
貯
蓄
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
同
項
第

さ
れ
た
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
最
高
限
度
額
を
超
え
な
い
場
合

そ
の
有
価

三
号
に
掲
げ
る
最
高
限
度
額
を
超
え
な
い
場
合

そ
の
有
価
証
券
の
当
該
計

証
券
の
当
該
計
算
期
間
に
対
応
す
る
利
子
又
は
収
益
の
分
配

算
期
間
に
対
応
す
る
利
子
又
は
収
益
の
分
配

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

（
公
共
法
人
等
及
び
公
益
信
託
に
係
る
非
課
税
）

（
公
共
法
人
等
及
び
公
益
信
託
に
係
る
非
課
税
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
の
う
ち
公
社
債
等
の
利
子
等
に
係
る
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
規

４

前
三
項
の
規
定
の
う
ち
公
社
債
等
の
利
子
等
に
係
る
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
規
定
す
る
内
国
法
人
若
し
く
は
外
国
法
人
又
は
公
益
信
託
の
受
託
者
が
、

定
に
規
定
す
る
内
国
法
人
若
し
く
は
外
国
法
人
又
は
公
益
信
託
の
受
託
者
が
、

公
社
債
等
に
つ
き
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
振
替
口
座
簿
へ

公
社
債
等
に
つ
き
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
管
の
委
託
を
し
、
又
は
登

の
記
載
又
は
記
録
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
お
り
、

録
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
公
社
債
等

か
つ
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
公
社
債
等
の
利
子
等
に
つ
き
こ

の
利
子
等
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
そ
の
他
財
務

れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
社
債
等
の
利
子
等
の
支

を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
社
債
等
の
利
子
等
の
支
払
を
す
る
者
を
経
由

払
を
す
る
者
を
経
由
し
て
税
務
署
長
に
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。

し
て
税
務
署
長
に
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。

－３４４－



（
利
子
所
得
）

（
利
子
所
得
）

第
二
十
三
条

利
子
所
得
と
は
、
公
社
債
及
び
預
貯
金
の
利
子
（
社
債
等
の
振
替

第
二
十
三
条

利
子
所
得
と
は
、
公
社
債
及
び
預
貯
金
の
利
子
並
び
に
合
同
運
用

に
関
す
る
法
律
第
九
十
条
第
三
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
分
離
利
息
振
替
国
債

信
託
、
公
社
債
投
資
信
託
及
び
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配

（
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
元
利
分
離
が

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
子
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
所
得
を
い
う
。

行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
合
同
運
用
信
託

、
公
社
債
投
資
信
託
及
び
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
子
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
所
得
を
い
う
。

２

（
略
）

２

（
略
）

－３４５－


